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災害時の支援について 

 

1．支援方針について 

1）助産師学生が今後も助産学の学習を継続できるよう支援します 

2）災害支援活動を行う際に役立つ情報を提供します。 

 

2．具体的な支援内容について 

1）被災した会員校を対象とした情報収集をもとに、その要望に合わせ支援します。 

 

会員校の被災状況に関する情報収集 

内閣府から発表される激甚災害ならびに適用すべき措置の指定がなされた災害につい

て、地区長を経由しての情報収集を行います。 

 

＜情報収集の内容＞ 

 ・学生および教員の被災状況 

 ・学校や教材等の被害状況 

 ・学内での教育や実習の実施・継続にあたっての支障状況など 

 

＜情報収集体制＞ 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊災害時に助産師教育に関する支援が必要となった場合は、社会貢献委員会までご連絡く

ださい。 

周辺地区の地区長 

理事会 

担当理事 社会貢献委員会 

当該地区長 
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  支援内容 

  ・要望に合わせた支援提供（マッチング調整を含む） 

    例：テキスト等の送付 

      不足教材の送付・貸し出し 

      講師派遣    等 

  ・義援金の支給 

  ・被災学生への就学資金の支給 等 

 

 

2）助産師学生等が被災された方々へのボランティア活動を行う際に役立つ情報を掲載しま

す 

 

 


